
■内容を確かめてください

現在交付している『国民健康保険被保険者証』の有効期間が、７月 31

日で満了になります。８月から使用する新しい被保険者証を７月下旬ま

でに世帯主に郵送します。手元に届いたら内容を確認し、記載内容に誤

りがある場合は連絡してください。

※国民健康保険税の未納がある世帯については、税務課窓口で納税相談

後に交付します。

70 ～ 74 歳の国民健康保険被保険者に交付している『国民健康保険高

齢受給者証』の有効期間も、同じく７月 31 日で満了になります。該当

する人には、高齢受給者証を同封します。この高齢受給者証には、所得

などに応じて、自己負担額割合（１・２・３割のいずれか）が記載され

ています。病院や薬局などへ行くときは、国民健康保険被保険者証と一

緒に提示してください。

■古い被保険者証・高齢受給者証の処分方法

これまでの古い被保険者証・高齢受給者証は、８月以降使用できません。

第三者に悪用されないように、はさみなどで必ず裁断し、燃えるごみと

して処分するか、市役所または出張所に返却してください。

国民健康保険の人は、入院など高額な治療を受けるときは、『限度額適用・

標準負担額減額認定証』の交付を受けましょう。認定証を医療機関に提

示すると、窓口負担が、それぞれの世帯の所得などに応じた限度額まで

になり、住民税非課税世帯の人は食事代が減額されます。

● 対象者　国民健康保険被保険者で、70 歳未満の人および 70 歳以上の

住民税非課税世帯の人

※国保の住民税非課税世帯とは、世帯主および被保険者である世帯員が

住民税非課税である世帯のことです。

※有効期限が７月 31 日となっていますので、認定を受けていた人も８

月以降は新たに申請が必

要です。申請した月の１

日から適用となりますの

で、早めに手続きしてく

ださい。

※国民健康保険税を滞納し

ている世帯には、認定証

は交付できません。
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国民健康保険

　　７月下旬に、皆さんへ　　　　　　　新しい被保険者証を郵送します

70〜74歳には高齢受給者証を郵送

被保険者証が届いたら

入院時などの窓口負担を減らすために

　
国
民
健
康
保
険
と
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
保
険
証
は
別
々
の
封
筒
で
届
き
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
は
伊
万
里
市
が
作

成
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証
は
佐

賀
県
広
域
連
合
が
作
成
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
、

発
送
の
時
期
が
異
な
り
ま
す
。

※
紛
失
時
の
再
発
行
は
、
市
で
行
い
ま
す
。

● 

問
合
先
　
長
寿
社
会
課
医
療
保
険
係

（
　
☎
㉓
２
１
５
３
）

注 意 してください！
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国民健康保険被保険者証
（黄　色）

国民健康保険高齢受給者証
（桃　色）

：このマークが付いている記事は、市のホームページでもご覧になれます。 伊万里市役所 検索



75 歳の誕生日をもって、それ
まで医療を受けていた国保や
健康保険などから移行します。

この場合の手続きは不要です。
※ 65 歳以上 75 歳未満の人で一定の

障害がある人は、広域連合から認定
を受けることで移行します。事前に
長寿社会課へ相談してください。

● 問合先
▷長寿社会課医療保険係

（　 ☎㉓２１５３）
▷後期高齢者医療広域連合

（☎０９５２　８４７６）

後期高齢者医療

　　７月下旬に、皆さんへ　　　　　　　新しい被保険者証を郵送します

る
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後
発
医
薬
品
）

■内容を確かめてください

現在交付している『後期高齢者医療被保険者証』（だいだい色）の有効

期間が、７月 31 日で満了になります。８月から使用する新しい被保険

者証（水色）を７月下旬までに皆さんに郵送します。手元に届いたら内

容を確認し、記載内容に誤りがある場合は連絡してください。

※後期高齢者医療保険料の未納がある人については、税務課窓口で納付

相談後に交付します。

■古い被保険者証の処分方法

有効期間が満了した被保険者証は、８月以降使用できません。第三者に

悪用されないように、はさみなどで必ず裁断し、燃えるごみとして処分

するか、市役所または出張所に返却してください。

入院など高額な治療を受けるときは、事前に『限度額適用・標準負担額

減額認定証』の交付を受けましょう。認定証を医療機関に提示すると、

医療費や食事代などが減額されます。

● 対象者　後期高齢医療被保険者で、世帯全員が住民税非課税の世帯員

※すでに認定を受けている人には、保険証と一緒に新たな認定証を郵送

しますので、更新の手続きは必要ありません。有効期間満了の認定証

は、保険証と同じく適正に処分してください。

被保険者証が届いたら

入院時などの窓口負担を減らすために

Q どんな人が後期高齢者医療の
対象になるの？

A

64

11 2015.711 2015.7

後期高齢者医療被保険者証
（水　色）
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● 問合先　長寿社会課介護給付係（ 　☎㉓２１５４）

65 歳以上の人の介護保険料を減免します

介護保険料の特別徴収（年金からの天引き）は、４・６・８月に『仮徴収』、10・12・２月に『本徴収』
として納めていただいています。しかし、所得の変動などで仮徴収額と本徴収額が大きく異なる場合は、
特別徴収額が年間を通じて できるだけ均等になるように、８月分の介護保険料の仮徴収額を変更します。

■　仮徴収・本徴収とは何ですか

■　平準化とは何ですか
仮徴収額は、原則として前年度２月分の特別徴収額と同額になりますが、所得段階の変動などにより保険料段階が変
わると、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があります。このままでは、１年間の保険料徴収額が仮徴収と本
徴収で偏ったままになってしまいます。そのため、１年間を通じて保険料徴収額ができるだけ均等になるように、す
でにお知らせしている８月の徴収額を変更することを『平準化』といいます。

● 例（平成 27 年度、年額 58,056 円の場合）

▷平準化しない場合

　　　　　　　　　↓

▷平準化した場合

※上記は例ですので、前年度の保険料段階や仮徴収額により、各徴収月の保険料額は異なります。
※７月中旬に平成 27 年度の介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書を郵送します。内容を確認してください。

仮徴収 本徴収
４ 月 ６ 月 ８ 月 10 月 12 月 ２ 月

前年の所得が確定するまでは、前年度の保険料額をも
とに仮に算定された金額で納めていただきます（金額
は被保険者ごとにお知らせしています）。

確定した年間保険料額から仮徴収分としてすでに納め
た分を引いた金額を３回に分けて納めていただきます

（金額は７月にお知らせします）。
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介護保険料（特別徴収）の『平準化』を行います

● 問合先　長寿社会課介護給付係（　 ☎㉓２１５４）

市では、65 歳以上の人で介護保険料の納付が困難な人について、保険料の減免（軽減）を行っています。

■　どんな人が減免されますか
介護保険料の保険料段階が第２段階または第３段階で、次の要件をすべて満たしていると認められる人は、保険料が
第１段階の額（年額 34,836 円）に減免されます。
▷預貯金および有価証券の合計額が 150 万円以下の人
▷市民税が課税されている人と同一生計でなく、扶養されていない人
▷不動産などの資産を活用して、なお生活が困窮している人
▷本人および世帯員の前年の収入金額の合計額が 100 万円（世帯員１人につき 40 万円を加算する）以下の人
※ 65 歳に達した日以降に、下記のような非自発的な理由で離職する介護保険の第１号被保険者については、減免の

対象になる場合があります。
▷企業の倒産・解雇などによって再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた人
▷派遣・契約社員など、期間に定めのある労働契約が更新されなかったことなどを理由として離職した人

■　手続きはどうするのですか
介護保険料の減免については、申請が必要です。７月末までに市役所で手続きをしてください。手続きをする際は、
印鑑や医療保険証、年金などの収入を証する書類などを持参してください。詳しくは、上記へ問い合わせてください。

４ 月 ６ 月 ８ 月 10 月 12 月 ２ 月

8,200 円 8,200 円 8,200 円 11,256 円 11,100 円 11,100 円

４ 月 ６ 月 ８ 月 10 月 12 月 ２ 月

8,200 円 8,200 円 12,400 円 9,856 円 9,700 円 9,700 円



■　一定以上所得がある人の利用者負担の見直し
◆所得に応じた利用者負担になります

一定以上の所得がある 65 歳以上の人は、介護サービスを利用する際の利用者負担が『２割』になります（40 ～ 64
歳の人の利用者負担は１割です）。

（※１）合計所得金額　収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除したあとで、基礎控除や人的控除
などの所得控除をする前の所得金額

（※２）その他の合計所得金額　合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額

◆介護保険負担割合証を送付します
要支援・要介護認定を受けている被保険者の人全員に、ご自身の負担割合（１割または２割）が記載された『介護保
険負担割合証』を７月中旬～下旬に送付します。介護サービスを利用する際に、介護保険被保険者証と一緒にサービ
ス提供事業者に提示してください。

■　高額介護サービス費に新しく上限額を設定
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担額の合計が一定額を超えたときに支給される『高額介護サービス費』の
利用者負担段階区分（所得などに応じた段階区分）に『現役並み所得者（※３）』を新設します。ただし、利用者負
担段階区分が『現役並み所得者』の人で、一定の要件を満たす場合は、申請を行うことで『一般』となります。対象
者には、７月中に市から申請の案内を郵送します。

（※３）現役並み所得者　同一世帯内に課税所得（※４）145 万円以上の第１号被保険者（65 歳以上の人）がいる場合で、
世帯内の第１号被保険者の収入が単身で 383 万円以上（２人以上の場合は 520 万円以上）の人

（※４）課税所得　収入から公的年金等控除や必要経費、人的控除などの所得控除をしたあとの金額

■　介護保険施設利用者の食費などの補助適用要件に資産要件などを追加
市民税非課税世帯の人で、介護保険施設やショートステイを利用している人の食費・居住費（滞在費）補助の適用要件
を追加します。８月利用分からは、次の要件を満たす人が補助の対象者となります。
■所得要件
▷市民税世帯非課税
▷別世帯に配偶者がいる場合で、別世帯の配偶者も市民税非課税【新設】
■資産要件【新設】
▷預貯金などが一定額以下 ( 単身で 1,000 万円以下、夫婦で 2,000 万円以下 )
※申請する際には、通帳などの写しを添付する必要があります。
※平成 28 年８月からは、非課税年金（遺族年金・障害年金）も勘案します。

● 問合先　長寿社会課介護給付係（　 ☎㉓２１５４）
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８月から介護保険の費用負担を変更します

介護保険法の改正により、介護サービス利用者や施設入所者の負担割合を８月１日から変更します。
主な改正点についてお知らせします。

対象者 利用者負担割合

要支援・要介
護認定を受け
ている第１号
被保険者

本人の合計所得
金額（※１）が
160 万円以上

下記以外の人 ２  割

本人も含め同一世帯の第１号被保
険者の『年金収入＋その他の合計
所得金額（※２）』が右記の額

単身は 280 万円未満

１  割２人以上は 346 万円未満

本人の合計所得金額（※１）が 160 万円未満

→
〔７月まで〕

利用者負担段階区分 自己負担限度額（月額）

一　般 37,200 円（世帯）

市民税非課税世帯など 24,600 円（世帯）

年金収入 80 万円以下など 15,000 円（個人）

〔８月から〕

現役並み所得者（※３）【新設】 44,400 円（世帯）

一　般 37,200 円（世帯）｛



● 予防接種の種類・対象者　下記【表】のとおり
● 実施医療機関　市役所だより４月 15 日号 または市ホームページを確認してください。
● 接種料金　　　無　料
● 必要なもの　　母子健康手帳、予診票（医療機関に備え付けられています）

【表】幼稚園・保育所などの年長児、小・中学生などを対象にした予防接種

※日本脳炎の特例措置として、９歳以上 20 歳未満（平成８年４月２日～平成 19 年４月１日生まれ）で、未接種の
人も受けることができます。接種状況に応じて４回のうち残りの回数分を受けてください。

※長期にわたる重篤な疾患などのため、定期接種を受けられなかった人には特例措置があります。詳しくは、かかり
つけの医師または健康づくり課へ相談してください。
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夏休みを利用して予防接種を受けましょう
● 問合先　健康づくり課保健予防係（　 ☎㉒３９１６）

人間には、病気の原因となるウイルスや病原体に対して病気から身を守る仕組みが備わっています。
この仕組みを免疫といいます。免疫の機能を高めて病気を予防したり重症化しないようにするのが予
防接種です。後遺症や障害が残ったり、死亡したりする可能性が高い病気に対して、感染せずに免疫
がつくように予防接種が開発されました。日ごろは、学校や部活動、習い事などで受けるのが難しい
人も、比較的時間の取りやすい夏休みを利用して予防接種を受けましょう。

予防接種名 対象者 回　数

麻しん・風しん ２　期 平成 21 年４月２日〜平成 22 年４月１日生まれ １　回

ジフテリア・破傷風 ２　期
小学６年生

（平成 15 年４月２日〜平成 16 年４月１日生まれ）
１　回

日本脳炎

１期初回
３歳以上７歳６か月未満
※１回目から６日以上あける

２　回

１期追加
３歳以上７歳６か月未満
※１期初回終了後６か月以上あける

１　回

２　期 ９歳以上 13 歳未満 １　回

ジフテリア・百日せき・
破傷風・不活化ポリオ

１期初回
３歳以上７歳６か月未満
※ 20 日以上あける

３　回

１期追加
３歳以上７歳６か月未満
※１期初回終了後６か月以上あける

１　回

夏の交通安全県民運動
期 間：７月８日（水）～17 日（金）

１. 飲酒運転の根絶
２. 子どもと高齢者の交通事故防止
３. 追突事故の防止
４. 道路横断中の交通事故の根絶
５. 自転車の安全利用の推進

運動の重点

交通事故発生状況〔６月 10 日現在〕
　　　　　　　　　　　前年同期比

 ● 人身事故　258 件  （＋ 22 件）
 ● 死　　者　　 2 人  （＋   2 人）
 ● 傷　　者　342 人  （＋ 45 人）

　
市
内
で
活
動
し
て
い
る
森
永

太
一
郎
翁
顕
彰
会
か
ら
１
３
０

万
円
の
寄
付
が
贈
ら
れ
、
６
月

４
日
、
そ
の
目
録
贈
呈
式
が
市

役
所
で
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
伊
万
里
出
身
で
森
永

製
菓
株
式
会
社
の
創
業
者 

森
永

太
一
郎
さ
ん
の
生
誕
１
５
０
年

を
記
念
し
て
、
市
の
文
化
や
教
育

に
役
立
て
て
ほ
し
い
と
顕
彰
会

が
贈
っ
た
も
の
で
す
。
寄
付
金

は
、
市
が
開
館
20
周
年
を
記
念

し
て
市
民
図
書
館
内
に
開
設
す

る
森
永
さ
ん
の
顕
彰
コ
ー
ナ
ー

の
設
置
費
用
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

コ
ー
ナ
ー
に
は
、
森
永
さ
ん
の

ゆ
か
り
の
品
や
、
歴
代
の
森
永

製
品
の
レ
プ
リ
カ
な
ど
を
展
示

郷
土
の
偉
人 

森
永
太
一
郎
の
偉
業
を

知
っ
て
ほ
し
い↑塚部芳和市長（左）に寄付目録を手渡す

前田英宣会長（右）ほか顕彰会の２人　

し
、
森
永
さ
ん
の
偉
業
を
広
く
皆

さ
ん
に
紹
介
し
て
い
く
予
定
で
す
。

顕
彰
会
の
前
田
英
宣
会
長
は
、「
伊

万
里
に
こ
ん
な
偉
人
が
い
た
こ
と

を
子
ど
も
た
ち
に
も
知
っ
て
も
ら

い
た
い
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

飲酒運転検挙者激減！
市民の皆さん一人一人の飲酒運転根絶
の意識が高まり、市内の飲酒運転検挙
者数は、平成 24 年の 55 人から平成
26 年は５人まで激減しました。皆さ
ん、市から飲酒運転を根絶しましょう。



　
友
好
交
流
都
市·

大
連
市
の
祭
り
を
紹
介

　
伊
万
里
市
の
友
好
交
流
都
市

で
あ
る
大
連
市
は
、
ロ
マ
ン
の

町
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
町
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
大
連
で
は
１

年
中
、
季
節
に
応
じ
て
た
く
さ

ん
の
祭
り
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

そ
の
中
か
ら
、
今
回
は
幾
つ
か

の
盛
大
な
祭
り
を
紹
介
し
ま
す
。

　
４
月
の
末
に
は
、
大
連
で
も

桜
の
花
が
ど
ん
ど
ん
咲
い
て
い

き
ま
す
。
今
年
は
『
第
７
回
旅

順
国
際
桜
祭
り
』
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
大
連
の
桜
の
木
は
日
本

の
よ
う
に
多
く
は
な
い
で
す

が
、
公
園
で
は
綺き

麗れ
い

な
桜
の
花

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
時
期
、
大
連
に
住
ん
で
い
る

日
本
人
に
と
っ
て
は
、
桜
の
花

を
見
る
と
懐
か
し
く
感
じ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
５
月
に
は
、年
に
１
度
の
『
国

際
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
大
会
』
が
行

わ
れ
ま
す
。
海
沿
い
の
道
路
を

楽
し
く
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
す
る
こ

と
で
市
民
全
体
が
楽
し
め
る
運

動
大
会
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

５
月
下
旬
に
咲
く
ア
カ
シ
ア
の

花
は
大
連
市
の
市
花
で
、
こ
の

時
期
に
は
『
ア
カ
シ
ア
祭
り
』

が
行
わ
れ
ま
す
。
先
日
、
塚
部

芳
和
市
長
は
そ
の
開
幕
式
に
出

席
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
大
連
市

民
と
し
て
歓
迎
の
意
を
申
し
上

げ
た
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、『
大
連
国
際
マ
ラ
ソ
ン

大
会
』
に
は
、世
界
中
の
ス
ポ
ー

ツ
フ
ァ
ン
が
集
ま
り
と
て
も
賑に

ぎ

や
か
に
な
り
ま
す
。

　
７
月
に
行
わ
れ
る
『
大
連
国

際
ビ
ー
ル
祭
り
』
で
は
、
世
界

中
か
ら
集
め
ら
れ
た
お
い
し
い

ビ
ー
ル
を
飲
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
日
本
の
ビ
ー
ル
も
大
人
気

だ
そ
う
で
す
。

　
９
月
に
は
『
大
連
国
際

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
祭
り
』
が
行
わ

れ
て
、
有
名
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
と

モ
デ
ル
が
参
加
し
ま
す
。

　
大
連
市
民
は
い
つ
で
も
皆
さ

ん
の
来
訪
を
歓
迎
し
ま
す
。
私

も
皆
さ
ん
の
訪
問
を
楽
し
み
に

し
て
い
ま
す
。

中
国
大
連
市 

公
務
研
修
生

李リ 

娜ナ

さ
ん 

リ
ポ
ー
ト 

④ 
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■採用試験区分・採用予定人数・受験資格

※詳細は、『伊万里・有田地区医療福祉組合職員採用試験案内』で確認してください。

■受付期間
　７月１日（水）～ 29 日（水）

※郵送の場合は、29 日の消印のあるものまで有効

■受付時間
　午前８時 30 分～午後５時 15 分（土・日曜日、祝日は除く）

■１次試験
▷試験日　　８月９日（日）

▷試験会場　伊万里有田共立病院

▷試験内容　高等学校卒業程度の教養試験

■申込書・試験案内の請求
○下記の問合先で配布します。

○郵送での請求は、封筒に『採用試験申込書請求』と朱書

きし、120 円切手を貼
は

ったあて先明記の返信用封筒（A ４

サイズ）を同封してください。

■申込・問合先
〒 849-4193　有田町二ノ瀬甲 860 番地

伊万里有田共立病院内　伊万里・有田地区医療福祉組合

事務局（☎㊻２１２１）

伊万里有田共立病院の職員を募集します

試験区分 予定人数 年齢制限 その他の受験資格

看護師 ８人程度
昭和 55 年４月２日
以降に生まれた人

看護師の免許取得者、または平成 27 年度実施の看護師
国家試験により免許取得見込みの人

放射線技師 １人
昭和 61 年４月２日
以降に生まれた人

診療放射線技師の免許取得者、または平成 27 年度実施
の診療放射線技師国家試験により免許取得見込みの人

薬剤師 ２人
昭和 50 年４月２日
以降に生まれた人

薬剤師の免許取得者、または平成 27 年度実施の薬剤師
国家試験により免許取得見込みの人

事務職員 １人

昭和 60 年４月２日
から平成 10 年４月
１日までに生まれ
た人

次の①または②に該当する人
①４月１日以前から伊万里市または有田町に住民登録し、

引き続き居住している人
②伊万里市または有田町に居住していた人で、当時生計

を同じくしていた２親等以内の親族（①に該当）を残し、
市外または町外に居住している人

↑アカシアの花

平成 28 年４月１日採用予定
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市
長
雑
感
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里
市
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芳
和

　

伊
万
里
深
山
米
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つ
い
先
日
、
田
植
え
が
終
わ
っ

た
と
思
っ
た
ら
、
も
う
７
月
。
黄

金
色
の
稲
穂
と
な
る
日
を
夢
見
て
、

伸
び
盛
り
の
苗
た
ち
は
、
青
々
と

パ
ワ
ー
を
み
な
ぎ
ら
せ
て
い
ま
す
。

　

中
山
間
地
を
抱
え
る
伊
万
里
市

に
は
、
山
あ
い
に
多
く
の
集
落
や

棚
田
が
あ
っ
て
、
平
地
よ
り
一
足

早
く
、
５
月
の
連
休
前
後
に
は
田

植
え
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
大
平
山
を
取
り
巻
く
標

高
３
０
０
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
地

帯
に
、４
つ
の
集
落
か
ら
成
る『
深

山
地
区
』
が
あ
り
ま
す
。
険
し
い

傾
斜
地
に
は
り
付
く
よ
う
に
並
ぶ

そ
の
棚
田
の
米
が
、
今
、
静
か
な

ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

深
山
地
区
は
、
昼
夜
の
寒
暖
差

が
大
き
く
、
清
澄
な
わ
き
水
に
も

恵
ま
れ
て
い
て
、
以
前
か
ら
地
元

の
農
家
は
「
お
い
し
い
米
が
出
来

る
」
と
自
信
を
持
た
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
棚
田
ゆ
え
に
、「
農

作
業
は
き
つ
く
、
作
業
効
率
も
悪

い
、
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
農
家

の
担
い
手
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま

う
」と
不
安
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
ん
な
現
状
を
変
え
よ
う
と
、
ブ

ラ
ン
ド
米
の
育
成
に
本
格
的
に
取

り
組
ま
れ
ま
し
た
。
深
山
地
区
の

農
家
17
戸
が
、
土
づ
く
り
や
施
肥

な
ど
を
研
究
し
、
生
育
診
断
を
繰

り
返
し
な
が
ら
、
４
年
が
か
り
で

Ｊ
Ａ
と
共
同
開
発
さ
れ
た
結
果
、

昨
年
、
お
い
し
い
米
と
さ
れ
る
厳

し
い
基
準
値
を
ク
リ
ア
し
、
つ
い

に
『
伊
万
里
深
山
米
』
が
誕
生
し

ま
し
た
。

　

主
に
、
東
京
に
出
荷
さ
れ
る
こ

の
ブ
ラ
ン
ド
米
は
、
お
い
し
い
米

に
こ
だ
わ
る
米
穀
店
の
集
ま
り

『
和
穀
の
会
』
の
加
盟
店
で
販
売

さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
や
・
香
り
・

味
の
三
拍
子
が
揃そ
ろ

っ
て
い
る
と
評

価
が
高
く
、
な
ん
と
１
キ
ロ
グ
ラ

ム
６
０
０
円
（
相
場
の
２
倍
）
を

超
え
る
高
値
で
店
頭
に
並
び
ま

す
。水
田
農
業
が
厳
し
い
時
代
に
、

栽
培
条
件
が
不
利
な
深
山
地
区
の

農
家
が
一
丸
と
な
っ
て
、
ブ
ラ
ン

ド
米
の
生
産
に
取
り
組
ま
れ
て
い

る
こ
と
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　

折
り
し
も
今
年
、
深
山
地
区
の

中
島
隆た

か

治は
る

さ
ん
の
水
田
が
、
市
内

か
ら
は
12
年
ぶ
り
に
天
皇
陛
下
へ

の
献
上
米
を
栽
培
す
る『
献
穀
田
』

に
選
ば
れ
る
と
い
う
栄
誉
に
浴
さ

れ
て
い
ま
す
。
５
月
23
日
に
は
、

儀
式
に
則の

っ
と

っ
て
御
田
植
式
も
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
『
伊
万
里
深
山
米
』
の
さ
ら
な

る
成
長
を
期
待
し
ま
す
。

早
め
の
避
難
を

心
が
け
ま
し
ょ
う

大
雨
や
台
風
に
備
え
て

●

問
合
先
　
防
災
危
機
管
理
課
（
　
☎
㉓
２
１
３
０
）

※避難情報は、消防団や地区防災委員、ケーブルテレビ、市ホー
ムページなどのほか、緊急速報メールでもお知らせします。

※避難情報が発令されていない場合でも、大雨などで身の危険
を感じたときは、早めの避難を心がけてください。

もし避難情報が発令されたら

避難準備
情報

避難勧告

避難指示

▷家族などに連絡したり、非
常用持ち出し品を用意した
りするなど、避難に向けた
準備を始めてください。

▷高齢者や障害者など避難に
時間を要する人は、避難し
てださい。

情報の種類 発令された場合の行動

▷非常用持ち出し品を携帯し
て、落ち着いて、速やかに
避難してください。

▷直ちに避難してください。
▷屋外への避難が危険な場合

は、家屋の２階などの安全
な場所へ移動するなど、命
を守る最低限の行動をとっ
てください。

　
平
成
24
年
７
月
の
九
州
北
部
豪
雨
災
害
や
、
平
成
26
年
８
月
に
広
島
県
で
発
生
し
た
土
砂
災
害
で
は
、

避
難
の
遅
れ
な
ど
が
原
因
で
多
く
の
死
傷
者
が
出
ま
し
た
。
今
、避
難
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
市
で
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
避
難
情
報
（
避
難
準
備
情
報
、
避
難
勧
告
、
避
難
指
示
）
を

こ
れ
ま
で
よ
り
も
早
い
段
階
で
発
令
し
ま
す
。
避
難
情
報
が
発
令
さ
れ
た
ら
、
災
害
発
生
の
危
険
性
が
非

常
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど
の
気
象
情
報
に
注
意
し
、
緊
急
時
に
備
え
て
非

常
用
持
ち
出
し
品
を
確
認
し
た
り
、
避
難
所
な
ど
の
安
全
な
場
所
へ
避
難
し
た
り
し
て
く
だ
さ
い
。

危険度

高


